
 

 一般財団法人北陸予防医学協会     (平成２７年１２月１５日認定) 

 

１．企業の概要 

（ 代 表 者 ）  理事長 永田 義邦 

（ 所 在 地 ）  富山県富山市西二俣 277-3 

（事業内容 ）  医療、福祉 

（労働者数 ）  216 人 （男性 66 人、女性 150 人） 

 

２．取組の概要 

（１）計 画 期 間  平成 24 年 10 月 1 日～平成 27 年 9 月 30 日 

 

（２）行動計画の目標と達成状況 

【 目 標１ 】  ①配偶者分娩休暇 2日間の取得期間を、入院から産後 2週間以内とする。 

          ②子の 1 歳休暇取得の推進（有給の特別休暇として付与） 

          ③子の看護休暇を利用する父親職員 1 名以上とする。 

＜達成状況＞ ・① 平成 25 年 6 月 就業規則を改定 

          ・② 平成 25 年 6 月 育児・介護休業規程を改定 

平成 26 年 10 月 就業規則を改定 

              ・③ 計画期間中に 7 名が取得 

 

【 目 標２ 】  育児休業制度 1 歳半までを 3 歳までとする。 

＜達成状況＞ ・平成 27 年 9 月 育児・介護休業規程を改定 

 

【 目 標３ 】  計画期間内に女性の育児休業取得率を 80％以上とする。 

＜達成状況＞ ・計画期間内の育児休業取得率 107％以上 

 

【 目 標４ 】  3 歳未満の子の保育所利用料の 2 割を上限として補助する。 

＜達成状況＞ ・平成 25 年 6 月 育児・介護休業規程を改定 

          ・現在は 4 歳未満の子の保育所利用料を補助 

 

【 目 標５ 】  子の看護休暇を中学校就学の始期までとし、２日間を有給とする。 

＜達成状況＞ ・平成 25 年 6 月 育児・介護休業規程を改定 

 

【 目 標６ 】  年次有給休暇の 2 時間単位取得を可能とする（年間 8 回） 

＜達成状況＞ ・平成 27 年 9 月 労使協定締結、就業規則改定 

 

法人担当窓口 ： 一般財団法人北陸予防医学協会 

総務部長 加藤 義晴 ＴＥＬ 076-436-1238 


